
我が国における循環型社会形成推進のための法体系
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　社会の物質循環の確保
　天然資源の消費の抑制
　環境負荷の低減

①廃棄物の発生抑制
②廃棄物の適正処理
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　　等  発生抑制対策の強化

 不適正処理対策
 公共関与による施設整備等

①再生資源のリサイクル
②リサイクルの容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進
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工事の受注者が
・建築物の分別
　解体
・建設廃材等の
　再資源化

・消費者がリサイ
　クル費用を負担
・廃家電を小売店
　が消費者より引
　取
・製造業者等によ
　る再商品化

・容器包装の市町
　村による収集
・容器包装の製造・
　利用業者による
　再資源化

食品の製造・加
工・販売業者が

食品廃棄物の
再資源化

国などが、再生品な
どの環境物品の調

達を率先的に推進

・平成12年制定
・平成13年完全施行

・平成12年制定(改正)
・平成13年施行

・平成 7年
　制定

・平成12年
　完全施行

・平成10年
　制定

・平成13年
　完全施行

・平成12年
　制定

・平成14年
　施行

・平成12年
　制定

・平成13年
　施行

・平成12年
　制定

・平成13年
　完全施行

・所有者がリサイク
ル費用を負担
・引取業者による使
用済自動車の引取
・製造業者等による
ﾌﾛﾝ類、ｴｱﾊﾞｯｸﾞ、ｼ
ｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄの引
取、リサイクル(破
壊)

・平成14年
　制定予定

・平成16年末
　完全施行予定


